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１．検討の背景
①「長期保全検討委員会」での検討を踏まえた高速道路構造物の長期保全のあり方の提言

⇒ 点検の目的を明確にし、構造物の状況に応じた点検実施基準の再設定を図るとともに点検の信頼性向上が必要である

②「笹子トンネル天井板落下事故」を踏まえた点検のあり方に関する更なる検討の必要

③「道路法改正に伴う点検の法令化」など国の各種政策の展開

２．外部有識者による検討委員会の設置

「点検実施基準及び資格に関する検討委員会」

・平成２６年２月１２日より平成２７年３月５日の間にわたり８回の委員
会を開催し、点検実施基準の見直し及び点検技術者の資格制度に
ついて検討を行った。

委員会名簿

委員長 藤野 陽三
横浜国立大学 先端科学高等研究院

上席特別教授

委員 岩波 光保 東京工業大学大学院 理工学研究科
土木工学専攻教授

江尻 憲泰 長岡造形大学
建築・環境デザイン学科特任教授

早稲田大学 理工院
創造理工学研究科 客員教授

奥井 義昭 埼玉大学 大学院理工学研究科
環境科学・社会基盤部門教授

木村 善富 国土交通省 国土技術政策総合研究所
道路構造物研究部

道路構造物管理システム研究官

審議の経緯

点検実施基準の見直し
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３．点検実施基準の見直し
（見直しのポイント）

①道路法改正への対応
⇒ トンネル、橋、シェッド・大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等を対象として法令を遵守した点検頻度、点検手法

を規定
⇒ 点検結果について、省令に定める統一的な診断区分に分類（４段階の診断区分）
⇒ 点検・診断・措置の記録の保存（対象構造物が利用されている期間中）

②点検の信頼性向上と合理化
⇒ 第三者等被害想定箇所の安全性確保（近接目視に加え触診や打音を原則）
⇒ 土木構造物と施設設備の点検基準の整合を図り、施設保全管理要領を新たに制定
⇒ 法令点検の対象外となる構造物（土工構造物等）の点検手法の見直し
⇒ 点検困難箇所の明確化と近接目視に替わる点検手法の活用

項目 NEXCO旧点検基準 NEXCO点検基準改訂

定期（詳細）
点検の手法

●近接目視・打音等 ●近接目視、触診や打音等
・第三者被害想定箇所 ： 近接目視かつ触診や打音等
・上記以外の箇所 ： 近接目視、必要に応じ触診や打音等

近接目視
の定義

検査路や足場を利用して、構造物に接近又は双眼鏡にて目
視により点検する方法

肉眼により構造物の変状の状態を把握し、評価が行える距離ま
で接近して目視を行う方法

定期（詳細）の
点検頻度

●１回／５～１０年 ・第三者被害想定箇所＝１回／５年（標準頻度）
・上記以外の箇所 ＝ １回／１０年

●１回以上／５年

診断 ●診断区分の分類：従来からのＮＥＸＣＯにおける個別判定及び健全度評価の結果を法令で定める診断区分に分類
（Ⅳ：緊急措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅱ：予防保全段階、Ⅰ：健全）

法令点検外
の点検手法

●対象構造物：舗装、土工構造物、防護柵、遮音壁、トンネル附属物本体（取付部は法令点検）
●点検手法：構造物の重要度から点検頻度、点検手法を設定

点検困難箇所 ●点検困難箇所：高橋脚の上・下部工、鉄道交差箇所、狭小部・隠蔽部、土中部、水中部
●近接目視に替わる点検手法：高解像度カメラ、赤外線カメラ、トンネル覆工画像について、別途マニュアルで定める
適用範囲、機器操作方法に基づき積極的に活用

点検実施基準の見直し
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４．点検技術者の資格制度の創設（案）
①制度創設にあたっての基本的な考え方

〇高速道路の点検・診断等が適切に行えるよう、３階層（診断士・点検士・点検士補）を設定

〇将来的には更なる資格の客観性を確保する観点から、国の「技術者資格」登録を目指す

〇資格付与に際しては「講習会」「実技」「修了確認試験」を実施

②点検技術者（土木・施設）の資格定義及び役割（案）

点検技術者の資格制度の創設

定義 役割

ⅰ）高速道路診断士 点検に関し、高度な知識・技術を持ち、点検に対して指
導的立場にある者

点検計画の立案、報告書の作成、健全性の診断

ⅱ）高速道路点検士 点検に関し、知識・技術を持ち、点検に対して中心的
立場にある者

点検の実施、個別変状の判定、健全度評価、点検記
録の登録等

ⅲ）高速道路点検士補 点検に関し、基礎的知識・技術を持ち、診断士、点検
士の補助者

点検の実施及び個別変状判定の補助、点検記録の登
録等


	点検実施基準及び資格に関する検討委員会�検討概要
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

